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平成 26 年６月 25 日 

各  位 

東 京 都 港 区 赤 坂 五 丁 目 ３ 番 １ 号 

イ ー ・ ギ ャ ラ ン テ ィ 株 式 会 社 

代 表 取 締 役 社 長  江 藤  公 則 

       (コ ー ド 番 号 8771  東 証 第 一 部 ）  

 問 合 せ 先 ： 取 締 役  邨 井  望 

電 話 番 号 ： （ 0 3 ） 6 3 2 7 - 3 5 7 7  

 

 
交通銀行との業務提携による 

中国向け輸出債権保証サービス開始のお知らせ 
 

 

 当社は、中国の５大商業銀行である交通銀行股份有限公司の東京支店（以下、

「交通銀行」という）と業務提携し、中国向け輸出債権保証サービスを強化する

ことといたしましたので、お知らせいたします。  

 

記  

 

１．業務提携の目的  

当 社 は 、日 本 企 業と 中 国 企業 と の 輸出 取 引 にお い て 発生 す る 輸出 債 権 の保

証引受けを強化することを目的として、交通銀行と業務提携いたしました。  

 

２．業務提携の内容 

当社は、交通銀行と業務提携をすることにより、交通銀行の中国各支店が

持つ現地中国企業の審査情報及び与信枠を活用し、当社のお客様の中国向け

輸出債権の保証引受けを交通銀行と連携して行います。  

本提携により当社は、日本の金融機関では与信提供が困難な中国企業に対

する輸出債権について保証対象とする企業の幅を広げることができます。ま

た、お客様にとっては、輸出取引で生じるリスクを軽減でき、国内企業との

取 引 の み な ら ず 海 外 企 業 と の 取 引 に 関 す る ス ク ヘ ッ ジ 手 段 の 選 択 肢 が 広 が

るという利点があります。  

 

３．中国向け輸出債権保証サービスの内容  

中 国 向 け輸 出 債 権保 証 サ ービ ス と は、 当 社 のお 客 様 の中 国 向 け輸 出 取 引に

お い て 発生 す る 輸出 債 権 に、 倒 産 等に よ る 焦げ 付 き が発 生 し た際 、 設 定した

支払限度額を上限に保証金をお支払いするサービスです。  
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４．交通銀行股份有限公司の概要  

(1)名称          : 交通銀行股份有限公司  

(2)本店所在地    : 中華人民共和国  上海市  

(3)設立         : 1908 年  

(4)店舗数       : 中国国内 2,690 拠点   海外 12 拠点（2013 年 12 月末時点） 

(5)総資産        : 5 兆 9,609 億 3,700 万元（約 95.3 兆円）（2013 年 12 月末時点） 

(6)従業員数      : 99,919 人（2013 年 12 月末時点） 

 

５．サービスの取扱開始日   

平成 26 年６月 25 日  

 

６．今後の業績に与える影響  

今後の業績に与える影響は、軽微であると認識しております。  

 

 

以  上 


